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［事案 2022-211］がん入院給付金等支払請求  

・令和 5年 7月 30 日  和解成立 

＜事案の概要＞ 

 募集人の告知妨害があったことを理由に、告知義務違反による契約解除の取消しおよび給付

金の支払い等を求めて申立てのあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

令和 3 年 11 月に入院し皮膚悪性腫瘍切除術を受け、同年 12 月に入院し皮下腫瘍摘出術等

を受けたことから、同年 10 月に代理店を通じて契約したがん保険にもとづき、がん入院給付

金およびがん手術給付金を請求したところ、告知義務違反を理由に契約が解除され、給付金が

支払われなかった。しかし、以下等の理由により、解除を取り消して、給付金を支払ってほし

い。それが認められない場合は、既払込保険料の返還、もしくは診断書代金を支払ってほしい。 

(1)申込時、募集人に対して、主治医から何らかの腫瘍について診断を受けたこと、必要な場

合には資料を提出することを伝えたが、募集人は、具体的な病名や診断書の提出を求めな

かった。 

(2)自分は、最後の署名以外、募集用携帯端末を操作していない。自分が口頭で伝えたものを、

募集人が全て入力した。 

＜保険会社の主張＞ 

以下等の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)社内調査の結果、募集人の募集行為には、告知書控えの未交付や申込画面の代行入力等の

社内規定違反が認められたが、告知妨害等の法令違反はない。 

(2)申立人は、令和 3 年 9 月下旬に「線維肉腫疑い」と医師より病名を告げられているが、告

知日と近接しているにもかかわらず告知していない。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、募集時の説明内容等を把握

するため、申立人および募集人に対して事情聴取を行った。 

2.裁定結果 

 上記手続の結果、申立人には告知義務違反が認められる一方で、募集人の告知妨害は認めら

れないものの、以下の理由により、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、和

解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、手続を終了し

た。 

(1)保険会社のルールによると、申立人自らが募集用携帯端末を操作し、告知・署名等を行う

べきところ、本件では、署名は申立人自ら行ったものの、告知については、募集人が代行

入力した。 

(2)保険会社のルールによると、募集人は、契約者に対して告知書控えを交付することが必要

であるにもかかわらず、募集人はこれを怠った。 

 

 
 


